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平成 28年３月 23日  

遠野市監査委員決定  

平成28年度遠野市監査等基本計画 

１ 基本方針 

平成28年度を初年度とする第２次遠野市総合計画の将来像である「永遠の日本のふ

るさと遠野」の実現に向け、平成28年３月遠野市議会定例会で「まちなか再生」「産

業振興・雇用の確保」「少子化対策・子育て支援」「地域コミュニティの再構築」の

重点施策の取組みを加速させるため、新規事業44事業を含む382事業、総額188億６千

万円の「遠野スタイル・スタートダッシュ予算」が成立した。 

第２次遠野市総合計画の着実な実現に向けて、市民も、これまで以上に健全財政を

堅持し公正・公平かつ効率的な市政運営を望むと思われる。このことからも地方自治

法に基づく独立した執行機関として、市民の負託に応え遠野市が行う事務事業に関し

公正不偏の立場から監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）を行う監査委員

の責任は、ますます重要性を増していると認識している。 

そこで、平成28年度については、遠野市監査基準に基づき、市民の視点に立ち公正

かつ効果的な監査等を行うことはもとより、 

① 住民の福祉増進に努めているか。 

② 経済性、合理性及び効率性を追求し、最小の経費で最大の効果を挙げるように努

めているか。 

③ 常に組織及び運営の合理化並びに規模の適正化に努め、組織相互の調整が図られ

ているか。 

など、地方自治法（以下「法」という。）第２条第14項及び第15項の規定の趣旨に則

り、市の経営、財務に関する事務執行及び事業の管理がなされているかを重点項目と

して監査等にあたるものとする。 

 

２ 監査等の種類  

(1) 監 査 

① 定期監査（法第199条第４項の規定による監査） 

② 財政援助団体等に関する監査（法第199条第７項の規定による監査） 

③ 行政監査（法第199条第２項の規定による監査）…必要があると認めるとき。 

④ 随時監査（法第199条第５項の規定による監査）…必要があると認めるとき。 

(2) 検 査  

① 例月現金出納検査（法第235条の２第１項の規定による検査） 

(3) 審 査 

① 決算審査（地方自治法第233条第２項及び公営企業法第30条第２項等の規定によ

る審査） 

② 基金の運用状況の審査（地方自治法第241条第５項の規定による審査） 

③ 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項、第22条第１項の規定による審査） 
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３ 監査等の個別実施計画 

（1） 監 査 

① 定期監査 

ア 財 務 

    市が執行する財務に関する事務（平成27年度に交付した概ね50万円以上の補助

金等に係る事務、有価証券等・水道事業貯蔵品の出納及び保管に関する事務を含

む。）及び市が経営する事業の管理のほか、これらに関連する行政事務を含め、

合規性を主眼とし、経済性、効率性、有効性の視点に留意して実施する。 

イ 工 事 

    市が平成27年度に実施した工事（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含

む。）について、設計、積算、契約、施工等の各段階において技術面から工事が

適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の視点に留意して実

施する。 

② 財政援助団体等に関する監査 

ア 財政援助団体 

    市が平成27年度に補助金等により財政的援助を行っている団体に対し、その財

政的援助に係る出納その他の事務の執行について、財政的援助の目的に沿って適

正かつ効果的に使用されているかを主眼として実施する。併せて、所管部局の当

該団体に対する補助金等の交付事務等についても実施する。 

イ 出資団体 

    市が出資している団体（出資比率が25％以上の法人）における事業運営に係る

出納その他の事務の執行について、出資の目的に沿った事業運営が行われている

か、会計経理等が適正に行われているか、経営成績及び財政状態が良好かを主眼

として実施する。併せて、所管部局が当該団体に対して適切な指導監督を行って

いるか等についても実施する。 

ウ 指定管理者 

    市が公の施設の管理を行わせている団体における当該公の施設の管理に係る出

納その他の事務の執行について、協定上の義務の履行は確保されているか、収支

の会計経理は適正に行われているか、施設利用者に対する安全対策に配慮されて

いるかを主眼として実施する。併せて、所管部局が当該団体に対して適切な指導

監督を行っているか、公の施設の管理経費を適正に算定しているか等についても

実施する。 

③ 行政監査は必要があると認めるとき実施する。 

④ 随時監査は必要があると認めるとき実施する。 
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（2） 検査 

 会計管理者及び水道事業管理者が管理する現金の毎月の出納について、出納状況

報告書等の計数が公金出納総括日計表ほか出納関係諸帳簿、残高証明書等の計数と

一致しているか、現金保管事務は適正に行われているかを主眼に検査する。 

（3）審査 

① 一般会計、特別会計及び水道事業会計決算 

平成27年度の決算書その他関係諸表について、法令に則り作成されているか、

その計数は正確であるかを確認するとともに、予算執行、財産管理、経営成績、

財政状態等について審査する。 

② 基金運用状況 

    平成27年度の基金運用状況報告書について、計数は正確であるか確認するととも

に、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼

として審査する。 

③  健全化判断比率等審査 

平成27年度の健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎とな

る事項を記載した書類について、法令に則り作成されているか、その計数が適正

に算定されているかを審査する。 

 

４ 監査等の実施結果 

監査等の結果に関する報告等については、次のとおりとする。 

(1) 監 査 

① 提出及び公表 

監査が終了したときは、速やかに報告書を市長等へ提出し、公表する。また、必

要に応じて報告書に添えて意見を提出する。 

② 措置の公表 

監査の結果等に基づき、市長等から措置を講じた通知があったときは、速やかに

公表する。 

③ 措置方針の確認 

必要に応じて措置方針に基づいた事務事業等の改善等を確認する。 

(2) 検 査 

例月現金出納検査の結果に関する報告書を、議会および市長に提出する。 

(3) 審 査 

一般会計、特別会計、水道事業会計決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率

等を審査した審査意見書を市長に提出する。 
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５ 監査等の実施時期 

 監査等の実施時期は、次のとおりとする。 
（平成28年３月23日現在の計画） 
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 注）監査の種類及び実施時期については、変更することがある。 

 

６ その他 

 本計画に定める監査のほか、監査を実施する必要が生じた場合は、別途、実施要領

を定めて実施するものとする。 

定期監査（前期） 

 10/5-31 

定期監査（後期） 

  12/19-1/30 

有価証券等・水道事業貯蔵品監査 

 4/8-11 

工事監査 

4/20-5/18 

 

補助金等監査 

 5/20-6/17 

財政援助団体等監査 

6/29-7/11 

 

出資法人監査 

 7/22-29 

指定管理者監査 

 11/2-9 

水道事業決算審査 

  6/3-8/22 

 

一般会計等決算審査 

7/1-8/22 

基金運用状況審査 

7/11-20 

 

 

 

健全化判断化比率等審査 

    8/3 

現金出納検査（支出証拠書類等の検査を含む。） 


